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知的財産の取引に関わる税務 

 

 近は、知的財産権等を含めた無形資産に関する税務

についての様々な問題が取りざたされています。そこで、

今月のニューズレターでは、日本で登録された外国法人の

特許権に関して、内国法人が、日本における特許製品の

製造及び販売を許諾するライセンスを受け、当該内国法人

が当該外国法人に対してロイヤルティ等の対価を支払う場

合(ただし、当該外国法人は日本国内に恒久的施設を持た

ないものとします。)に、税務上の問題がどのように処理さ

れるかについて、概説します。 

 

1. 基本的な視点 

 

 知的財産権をめぐる税務上の問題に限りませんが、国際

税務上の問題を考える際には、まず、国内税法の規定の

適用関係につき検討し、次に、当該外国法人の所在国が

租税条約締約国である場合には、国内税法の規定のどの

部分がどのように変容されているか確認する、という手順

を踏む必要があります。 

 

2. 国内税法の定め 

 

(1) 法人税法 

 

 国内に恒久的施設を有しない外国法人が法人税の課税

を受ける国内源泉所得(法人税法 141 条 4 号各号)の中

に、国内において業務を行う者から支払を受ける、国内業

務に係る、工業所有権等の使用料(同法 138 条 7 号イ)は

含まれていません。したがいまして、上記ライセンス契約に

基づき、国内に恒久的施設を有しない外国法人が受領す

るロイヤルティ等の対価については、法人税の課税を受け

ないこととなります。 

 

 

(2) 所得税法 

 

 所得税法 161 条 7 号イは、源泉徴収義務の生じる国内

源泉所得として、非居住者等が国内において業務を行う者

から支払いを受ける工業所有権等の使用料又はその譲渡

による対価で、その支払者の国内業務に係るものを定め

ています。 

 

 まず、この「国内業務に係る」とは、国内において業務を

行う者に対して提供、供与された工業所有権等のうち、そ

の国内において行う業務の用に供されている部分に対応

するものをいうと解されています(所得税基本通達 161-21

前段)。すなわち、同号は、使用料等の対象となる工業所

有権等が使用される場所を所得の源泉地とする、使用地

主義の原則を定めているものと解されています。 

 

 次に、工業所有権等の「使用料」とは、技術等の実施、使

用、採用、提供、伝授又は技術等に係る実施権若しくは使

用権の設定、許諾若しくはその譲渡の承諾について支払

いを受ける対価の一切をいうと解されています(所得税基

本通達 161-23)。「一切」という文言から明らかなとおり、そ

の名目は問わないため、技術等の実施・使用等との対価

性が認められれば、「ライセンス料」「使用料」という名目で

なくとも、同法上の「使用料」に含まれます。また、支払方

法についてもとくに制限はなく、例えば、ランニングロイヤ

ルティー(一定期間ごとにライセンスに対するロイヤルティ

を受け取る方式による支払)もイニシャルペイメント(契約締

結時に一括してロイヤルティを支払ってしまう方式による支

払)も、いずれも使用料に含まれ得ます。 

 

3. 租税条約による変容 -所得税について- 

 

 租税条約に以上のような国内税法と異なる定めがある場

合には、租税条約の規定が適用されることになります。そ

こで、ライセンス料等を支払うことになる相手方の所在する
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国と日本が租税条約を締結しているかを確認し、締結して

いる場合には、その租税条約の規定を検討する必要があ

ります。 

 

 以下では、冒頭の設例を検討するに当たって必要な限り

で、租税条約による国内税法の主な変容について概説し

ます。 

 

(1) 源泉地の捉え方について 

 

 前述のとおり国内税法は使用地主義を採用しております

が、日本が締結している租税条約の多くが債務者主義を

採用しています。債務者主義とは、使用料を支払う債務者

がどこに居住しているかで所得の源泉を判定する考え方

です。 

 

(2) 源泉徴収税率の変容 

 

 源泉徴収税率は、国内税法の規定によれば 20％です

(所得税法 213 条 1 項 1 号)が、租税条約により多くの場合

10％や 15％に軽減され、さらに次の(3)のように 0%(免税)と

なる条約もあります。 

 

(3) 源泉地国免税 

 

 日米租税条約、日英租税条約及び日仏租税条約等 近

改正等された租税条約においては、源泉地国免税となり、

源泉徴収は行われません。例えば、米国企業が日本企業

にライセンスした際の米国企業に支払われるライセンス料

については、債務者主義によれば日本が源泉地となり、使

用地主義によれば、使用地によって源泉地が変わってくる

ことになります。しかし、源泉地国免税であれば、日本では

債務者主義・使用地主義のいずれの立場でも源泉徴収は

されないことになり、米国のみがライセンスした米国企業の

所得(ライセンス料)に課税可能となっています。 

 

(4) 条約適用上の留意点 

 

(ア) 軽減税率(又は免税)を受けるための届け出 

 

 租税条約を締結している国との取引において軽減税率

の適用を受けるためには、租税条約に関する届出書を

初の支払の日の前日までに所轄税務署長に提出する必

要があります。 

 

(イ) 特典条項による制限 

 

 特典条項とは、租税条約の特典を不正に享受するような

濫用を防止するために、そのように特典を取得する者が真

に条約締結国の居住者か否かを確認するための要件等を

定める条項を指します。 

 

 特典条項がある租税条約の適用を受けようとする場合に

おいては、特典条項に関する付表を租税条約に関する届

出書と併せて提出する必要があります。 

 

4. 補足 -移転価格税制について- 

 

 後に、ライセンス料の支払をする相手方の外国法人

が、内国法人と一定の関係を有する場合のライセンス取引

については、移転価格税制の適用があり得る場合があり

ます。この場合、知的財産は独自性が強いため比較可能

取引を発見することは困難であり、比較可能取引の存在を

前提とする基本三法以外の算定手法を用いざるを得ない

ことも多いのではないかと推測されます。当該企業グルー

プにとって競争力の源泉となっているような重要な知的財

産については、第三者間で取引される類似ないし代替可

能なものがみつからないことが一般的と思われますから、

特にこの傾向が強いでしょう。 

 

 知的財産自体の適正な評価方法が必ずしも確立してお

らず、また、独立企業間価格の算定方法の選択や具体的

な算定手法等の点で課税当局とは見解の相違が頻繁に

生じている現状では、知的財産の算定手法の妥当性の確

保は今後の課題といえるでしょう。 


